
第１節

障害のある子供の教育・育成に関
する施策

１． 特別支援教育の推進をはじめと
する一貫した支援体制の整備

（１）特別支援教育の推進 

　障害のある子供の能力や可能性を最大限に
伸ばし、自立し社会参加するために必要な力
を養うため、一人一人のニーズに応じた、き
め細かな教育を行う必要がある。このため、
特別支援学校や小・中学校の特別支援学級に
おいては、特別の教育課程や少人数の学級編
制の下、特別な配慮により作成された教科書、
専門的な知識・経験のある教職員、障害に配
慮した施設・設備等を活用して指導が行われ
ている。また、通常の学級においては、通級
による指導（※１）のほか、習熟度別指導や
少人数指導などの障害に配慮した指導方法、
支援員の活用など一人一人の教育的ニーズに
応じた教育が行われている。
　平成28年５月１日現在、特別支援学校及び
小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通
級による指導を受けている幼児児童生徒の総
数は約45万人、このうち義務教育段階の児童
生徒は約38万７千人であり、これは同じ年齢
段階にある児童生徒全体の約3.9％に当たる。
　平成22年には、障害者権利条約の理念を踏
まえた特別の支援教育の在り方について検討
を行うため、中央教育審議会に「特別支援教
育の在り方に関する特別委員会」が設置され
た。本特別委員会において審議が行われ、平
成24年７月には、「共生社会の形成に向けた
インクルーシブ教育システムの構築のための
特別支援教育の推進（初等中等教育分科会報
告）」が取りまとめられた。本報告においては、

①共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システムの構築について、②就学相談・就
学先決定の在り方について、③合理的配慮の
充実とその基盤となる教育環境整備等につい
て、④多様な学びの場の整備と学校間連携等
の推進について、⑤教職員の専門性向上等に
ついて提言された。
　さらに、同報告等を踏まえ、平成25年８月
には、障害のある児童生徒等の就学手続につ
いて、特別支援学校への就学を原則とする従
来の仕組みを改め、市町村教育委員会が、障
害の状態、教育上必要な支援の内容、地域に
おける教育の体制の整備の状況その他の事情
を勘案して、総合的な観点から就学先を決定
する仕組みとするなどの学校教育法施行令の
改正を行った。
　平成26年１月に我が国は障害者権利条約を
批准したところであり、特別支援教育を一層
推進することとしている。
　このような流れのなか、高等学校において
は、小・中学校等のような通級による指導が
制度化されていないことから、協力者会議に
おいて高等学校における通級による指導の制
度化に向けた検討を行い、平成28年に関係す
る省令改正等を行った上で、平成30年度から
開始することとした。
　これに加え、文部科学省においては、拡大
教科書など、障害のある児童生徒が使用する
教科用特定図書等（※２）の普及を図ってい
る。
　具体的には、できるだけ多くの弱視の児童
生徒に対応できるよう標準的な規格を定める
など、教科書発行者による拡大教科書の発行
を促しており、平成28年度に使用された、小・
中学校の学習指導要領に基づく検定教科書に
対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点
発行されている。また、教科書発行者が発行
する拡大教科書では学習が困難な児童生徒の
ために、一人一人のニーズに応じた拡大教科
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書などを製作するボランティア団体などに対
して、教科書デジタルデータの提供を行って
いる。この他、通常の検定教科書において一
般的に使用される文字や図形等を認識するこ
とが困難な発達障害等のある児童生徒に対し
ては、教科書の文字を音声で読み上げるとと
もに、読み上げ箇所がハイライトで表示され
るマルチメディアデイジー教材等の音声教材
がボランティア団体等により製作されてお
り、文部科学省においても必要な調査研究等
を行うなど、その普及推進に努めている。
　さらに、障害のある児童生徒の情報活用能
力を育成するとともに、障害を補完し、学習
を支援する補助手段として、情報通信技術
（ICT）などの活用を進めることが重要であ
る。文部科学省においては、平成26年度より、
「先導的な教育体制構築事業」において、ク
ラウド等の最先端の情報通信技術を活用し、
学校間、学校・家庭が連携した新しい学びを
推進するための指導方法の開発等、先導的な
教育体制を構築するための実証研究を、特別
支援学校も含めて行っている。
　また、独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所において、障害のある子供の教育に関
する実際的・総合的な研究活動を行うととも
に、それを核として、研修事業や情報収集・
発信、理解啓発活動等を一体的に実施するな
ど、幅広い事業や活動を展開している。

※１ 　通級による指導：小・中学校の通常の学
級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、
弱視、難聴、学習障害（LD）・注意欠陥多
動性障害（ADHD）などのある児童生徒を
対象として、主として各教科などの指導を
通常の学級で行いながら、障害に基づく学
習上又は生活上の困難の改善・克服に必要
な特別の指導を特別の場で行う教育形態で
ある。

※２ 　教科用特定図書等：視覚障害のある児童
及び生徒の学習の用に供するため検定教科
書の文字、図形等を拡大して複製した図書
（いわゆる「拡大教科書」）、検定教科書を
点字により複製した図書（いわゆる「点字

教科書」）、その他障害のある児童生徒の学
習の用に供するために作成した教材であっ
て検定教科書に代えて使用し得るもの。

（２）地域・学校における支援体制の整備

ア　発達障害のある子供の支援をめぐる状況
　学校教育法（昭和22年法律第26号）の一部
改正（平成18年）により、幼稚園、小・中・
高等学校等のいずれの学校においても、発達
障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する
特別支援教育を推進することが法律上明確に
規定された。
　平成28年6月には発達障害者支援法の一部
改正が公布され（同年8月施行）、発達障害児
がその年齢・能力に応じ、かつその特性を踏
まえた十分な教育を受けられるよう、可能な
限り発達障害児が発達障害児でない児童と共
に教育を受けられるよう配慮することや、支
援体制の整備として個別の教育支援計画・個
別の指導計画の作成推進、いじめの防止等の
ための対策の推進等が規定された。
　また、発達障害のある子供への支援につい
ては、教育、医療、福祉、保健、労働関係機
関等の連携が重要であることに鑑み、文部科
学省と厚生労働省の両省主催で「発達障害者
支援関係報告会」を毎年開催している。

イ　 幼稚園から高等学校段階までの校内支援
体制整備

　文部科学省では、特別支援教育の体制整備
を推進するため、関係機関との連携、学校へ
の巡回相談や専門家チームによる支援、研修
体制の整備・実施等の経費の一部を補助し、
特別支援教育の充実を図っている。
　さらに、公立幼稚園、小・中学校及び高等
学校に在籍する障害のある子供をサポートす
る「特別支援教育支援員」の配置に係る経費
が各市町村に対して地方財政措置されている。
　また、障害者基本計画（第三次）において
は、特別支援教育の更なる推進を図るため、
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平成29年度までに個別の教育支援計画策定率
を一人一人の教育的ニーズに応じた支援を推
進する観点から80％にすることや、現状の体
制整備状況を踏まえ、公立の幼稚園、高等学
校における校内委員会の設置率や特別支援教
育コーディネーターの指名率を90％にするこ
となどを数値目標として盛り込んでおり、着
実な取組が進められているところである（図
表３-２-１のとおり）。

ウ　モデル事業の実施等
　文部科学省では、発達障害を含め、障害の

ある幼児児童生徒への特別支援教育を推進す
るため、キャリア教育・就労支援等の充実、
発達障害の可能性のある児童生徒に対する支
援、教職員の専門性向上、学習上の支援機器
等教材の開発・普及等に関する事業を行って
いる。各取組の成果については、文部科学省
のホームページで広く全国に情報提供してい
る。
　また、障害者の権利に関する条約等を踏ま
え、障害のある子供への支援体制の整備を推
進するために必要な経費の一部を補助してい
る。

特別支援教育の対象の概念図［義務教育段階］

資料：文部科学省

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由
病弱・身体虚弱

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 ９９９万人

0.71
（約７万１千人）

0.98

（約３８万７千人）
3.88

（約９万８千人）

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害
自閉症・情緒障害

2.18

小 学 校 ・ 中 学 校

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約２１万８千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万８千人）

（平成２８年５月１日現在）

視覚障害
聴覚障害
言語障害
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

特別支援教育の現状

肢体不自由
病弱・身体虚弱
情緒障害

自閉症
学習障害（ＬＤ）

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2,000人（うち通級： 約400人））

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ※１・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒
６.５％程度の在籍率※2

※１ ＬＤ（Learning Disabilities） :  学習障害
　　ＡＤＨＤ（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder） ： 注意欠陥多動性障害
※２ この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。
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■図表3-2-1　学校における特別支援教育体制整備状況

注１：全国における国公私立の全ての小中学校を対象に調査し、配置又は作成状況（率）を示したもの。
注２： 下線のある数値（点線上部又は横に明示）は、個別の指導計画または教育支援計画の作成を必要とする、児童生徒を有する学校のみを

対象とした場合の作成状況（率）を示す。
資料：文部科学省「平成28年度特別支援教育に関する調査」

注１： 全国における国公私立の全ての幼稚園、小学、中学、高校を対象に調査し、配置又は作成状況（率）を示したもの。
注２： 下線のある数値（点線上部又は横に明示）は、個別の指導計画または教育支援計画の作成を必要とする、児童生徒を有する学校のみを

対象とした場合の作成状況（率）を示す。
注３： 「コーディネーター」「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」以外の項目は、平成28年度以降、隔年度の調査とした。
資料：文部科学省「平成28年度特別支援教育に関する調査」
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①全ての小中学校における国公私立別 実施率（平成28年度）

コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の
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②全国公私立の幼小中高における配置・作成項目別 実施率（平成19～28年度）

校内
委員会

実態把握 コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の
教育支援計画

巡回相談 専門家
チーム

研修

74.874.8

86.586.5
86.786.7

77.977.9

92.892.8
93.493.4

75.275.2

87.187.1
87.487.4

45.845.8

70.570.5
72.372.3

90.6 91.691.5 92.3

26.826.8

58.158.1
61.261.2

78.7

82.281.981.5

58.758.7

72.772.7
75.075.0

34.534.5

52.152.1
54.454.4

44.944.9

73.173.1
75.375.3

H19 H25 H26
H27 H28

86.886.8

94.794.7 87.187.1
86.686.6

72.672.6
73.473.4

60.560.5
62.162.1

75.075.0

55.955.9
75.975.9
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